
・トン数標準税制：日本籍船の 3倍の外国籍船（所謂：自社仕組船）に適用を拡大し、5 年間適用
・特別償却：日本籍船の特償率を30/100（現行18/100）、外国籍船は 16/100（現行18/100）とし、
5 年間延長
・買換特例：日本籍船の圧縮率を 90/100（現行 80/100）、外国籍船は 70/100（現行 80/100）とし、
5 年間延長

・外航船舶に係る固定資産税：非課税化
・登録免許税：船舶貸渡事業者（オーナー）を対象として国際船舶を建造・取得した場合、平成 23
年度の所有権保存登記及び抵当権設定登記に係る税率を1/1000（本則 4/1000）に軽減

【国土交通省平成 23年度税制改正要望（外航海運関係概要）】




